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独立行政法人国立国語研究所職員の勤務時間，休暇等に関する規程 
 

                                                                    平成１８年４月１日 

                                                                    国語研規程第１０９号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，独立行政法人国立国語研究所職員就業規則（以下「就業規則」という。）第２１

条の規定に基づき，独立行政法人国立国語研究所（以下「研究所」という。）に勤務する職員（以下

「職員」という。）の勤務時間，休暇等に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（所定勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は，休憩時間を除き，１日７時間４５分，１週３８時間４５分とする。 

２ 始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。 

 一 始業時刻  ９時００分 

 二 終業時刻 １７時３０分 

 三 休憩時間 １２時１５分から１３時００分までの４５分間 

３ 業務上必要がある場合には，１日の勤務時間が７時間４５分を超えない範囲内で前項の始業・終

業時刻及び休憩時間を変更することがある。 

４ 研究所は，業務上の必要がある場合には勤務時間を別に割り振ることができる。 

 

（休憩時間） 

第３条 職員は，休憩時間は自由に利用できるものとする。ただし，職場の秩序を乱してはならない。 

２ 業務上必要がある場合には，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）

第３４条第２項ただし書の規定に基づく労使協定の定めるところにより，交替で休憩させることが

ある。 

 

（通常の勤務場所以外での勤務） 

第４条 研究所は，業務上必要がある場合には，職員に通常の勤務場所以外での勤務を命ずることが

ある。 

２ 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で業務に従事した場合において，勤

務時間を算定し難いときは，所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし，当該業務を遂行す

るために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては，当該業務の遂行に通

常必要とされる時間勤務したものとみなす。 

 

（所定勤務時間以外の勤務） 

第５条 研究所は，業務上必要がある場合には，労基法第３６条第１項に基づく労使協定の範囲内で，

所定の勤務時間を超えて又は休日に勤務を命ずることがある。 

２ 前項の規定にかかわらず，妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員が請求した場合には，所

定の勤務時間の延長又は休日の勤務を命じない。 

３ 第１項の規定により所定の勤務時間を超えて勤務を命ずる場合において，小学校就学の始期に達

するまでの子を養育又は要介護状態の家族を介護する職員が請求した場合には，独立行政法人国立

国語研究所育児介護休業規程（以下「育児介護休業規程」という。）第２４条の規定により，勤務時

間の超過時間を制限するものとする。 

 

（深夜勤務） 

第６条 研究所は，業務上必要がある場合には，深夜（午後１０時から翌日午前５時までの間をいう。

以下同じ。）に勤務を命ずることがある。 
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２ 前項の規定にかかわらず，妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員が請求した場合には，深

夜の勤務を命じない。 

３ 小学校就学の就学の始期に達するまでの子を養育又は要介護状態の家族を介護する職員が請求し

た場合には，育児介護休業規程第２５条の規定により，深夜勤務を命じない。 

 

（時間外勤務における休憩時間） 

第７条 研究所は，第５条第１項の規定により所定の勤務時間を超えて勤務を命ずる場合において，

１日の勤務時間が８時間を超える場合には，１時間の休憩時間（１日の所定勤務時間の途中に置か

れる休憩時間を含む。）をその勤務時間の途中に与えるものとする。 

 

（非常災害時の勤務） 

第８条 研究所は，災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には，その必要

の限度において，臨時に法定労働時間を超えて，又は法定休日に勤務を命ずることがある。 

２ 前項の勤務を命ずる場合には，労基法第３３条第１項に定める必要な手続きを行うものとする。 

 

（休日） 

第９条 職員の休日は次のとおりとする。 

 一 日曜日 

 二 土曜日 

 三 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 四 年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日までの日。（前号に定める休日を除く。）） 

 五 その他特に指定する日 

２ 業務上必要がある場合には，前項に規定する休日において勤務させ，又はあらかじめ休日を他の

日と振り替えることができる。 

３ 業務の都合上，前項の規定による休日の振替を行うことができない場合には，事後に代休を指定

し与えることがある。 

 

（適用除外） 

第１０条 労基法第４１条第２号（監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者）

については，勤務時間，休憩及び休日に関する定めは，適用を除外する。 

 

（勤務しないことの承認） 

第１１条 職員は，次の各号の一に該当する場合には，それらに要する一定の時間につき勤務しない

ことの承認を受けることができる。 

 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１

３号。以下「均等法」という。）第２２条の規定に基づき，勤務時間内に保健指導又は健康診査

を受けることを承認された期間 

 二 均等法２３条の規定に基づき，通勤緩和，休憩，休業及び補食により勤務しないことを承認さ

れた場合 

 三 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間 

四 その他特別の事由により特に承認された期間 

 

（遅刻，早退，欠勤等） 

第１２条 職員が，遅刻，早退若しくは欠勤をし，又は１日の勤務時間中に私用で研究所から外出す

るときは，事前に上司に届け出て承認を得なければならない。ただし，やむを得ない理由により事

前に届け出ることができなかった場合には，事後速やかに届け出なければならない。 
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（裁量労働制対象職員の勤務時間） 

第１３条 労基法第３８条の３第１項に定める業務に従事する職員（以下「裁量労働制対象職員」と

いう。）の勤務時間について労使協定を締結した場合は，第２条で定める勤務時間にかかわらず，当

該労使協定に定める時間を勤務したものとみなす。 

２ 始業・終業時刻及び休憩の時刻は，第２条で定める所定勤務時間を基本とするが，業務遂行の必

要に応じ，裁量労働適用対象職員の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。 

３ 裁量労働制対象職員が休日勤務又は深夜勤務を行う場合には，事前に上司の許可を受けなければ

ならない。 

 

（部分休業） 

第１４条 職員のうち３歳に満たない子の養育又は要介護状態の家族の介護を行うことが必要な者は，

育児介護休業規程の定めるところにより，１日の所定の勤務時間の短縮等の措置を受けることがで

きる。 

 

（休暇） 

第１５条 職員の休暇は，次のとおりとする。 

一 年次有給休暇 

二 病気休暇 

三 特別休暇 

 

（年次有給休暇） 

第１６条 年次有給休暇は，一の年（１月１日からその年の１２月３１日までをいう。以下同じ。）ご

とにおける休暇とし，その日数は，一の年において，次の各号に掲げる日数とする。 

一 第２号に掲げる職員以外の職員 ２０日 

二 当該一の年において新たに職員となった者（一般職の国家公務員，他の独立行政法人，国立大

学法人等の職員から引き続き職員となったものを除く。） 別表に定めるその年の在職期間に応じ

た日数欄に掲げる日数 

２ 前項に規定するもののほか，年次有給休暇の付与日数に関し必要な事項については，別に定める。 

 

（年次有給休暇の時季変更権） 

第１７条 年次有給休暇は，職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし，職員の請

求する時季に年次有給休暇を与えることにより業務の正常な運営に支障が生じると研究所が認めた

場合には，他の時季に与えることがあるものとする。 

２ 年次有給休暇の一部について，労基法第３９条第５項の規定に基づく労使協定により，年次有給

休暇を与える時季に関する定めをした場合には，これにより年次有給休暇を与える。 

 

（年次有給休暇の単位） 

第１８条 年次有給休暇の単位は，原則として１日とする。 

 

（年次有給休暇の請求期間） 

第１９条 年次有給休暇の請求期間は，付与された日から２年間とする。 

 

（病気休暇） 

第２０条 病気休暇は，職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり，そのため勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 

２ 前項の休暇は，生理日の勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合に，その

者を生理日に勤務させないときに準用する。 

３ 病気休暇の期間は，療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間 

とする。 
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（特別休暇） 

第２１条 特別休暇は，選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故その他の特別な事由により職員

が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

 

（その他） 

第２２条 この規程に定めるもののほか，勤務時間，休暇等の実施に関する事項は，独立行政法人国

立国語研究所職員の勤務時間，休暇等に関する細則に定める。 

 

附 則 

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日の前日までに，平成１８年４月１日以降に取得予定の年次有給休暇，病気休暇

及び特別休暇について既に承認を受けている期間は，施行日以降においても，この規程の定めると

ころにより年次有給休暇，病気休暇及び特別休暇として，研究所において承認されたものとみなす。 

３ この規程の施行日の前日における年次休暇の残日数については，施行日において年次有給休暇の

残日数としてこれを承継する。 

 

  附 則（平成１９．３．２８ 国語研規程第１５６号） 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

 

 附 則（平成２１．３．１０ 国語研規程第１８５号） 

この規程は, 平成２１年４月１日から施行する。 

 

別表（第１６条第１項第２号関係） 

 

在職期間 日数 

１箇月に達するまでの期間  ２日 

１箇月を超え２箇月に達するまでの期間 ３日 

２箇月を超え３箇月に達するまでの期間 ５日 

３箇月を超え４箇月に達するまでの期間 ７日 

４箇月を超え５箇月に達するまでの期間 ８日 

５箇月を超え６箇月に達するまでの期間 １０日 

６箇月を超え７箇月に達するまでの期間 １２日 

７箇月を超え８箇月に達するまでの期間 １３日 

８箇月を超え９箇月に達するまでの期間 １５日 

９箇月を超え１０箇月に達するまでの期間 １７日 

１０箇月を超え１１箇月に達するまでの期間 １８日 

１１箇月を超え１年未満の期間 ２０日 

 


